
　で行って下さい。

□ 　１．沖縄市小口資金融資申込書 □ 　１．沖縄市小口資金融資申込書

□ 　２．市税の納税証明書 ★本庁納税課 □ 　２．決算書の写し（最近２年間分）

　　※市県民税・固定資産税・軽自動車税等

□ 　３．市税の納税証明書（法人） ★本庁納税課

　【特別小口貸付の方のみ】 　　※法人市民税、固定資産税、軽自動車税等

　※下記(ｲ)～(ﾊ)のいずれかの証明書 　　※最近の１ヵ年間を証明するもの

□ 　(ｲ）所得税納税証明書「その１」 　　★税務署

　　※源泉所得税以外の所得税が課税され完納していること □ 　４.定款の写し

□ 　(ﾛ)事業税納税証明書（納税額が分かるもの）★コザ県税事務所

　　※事業税が課税され完納していること □ 　５．商業登記簿謄本又は登記事項証明書

□ 　(ﾊ)市町村県民税の課税証明書 ★本庁資産税課 ★那覇地方法務局沖縄支局

　　※所得割のある県民税もしくは市町村民税が課税され □ 　６．資産評価証明書（法人）

　　　 完納していること 　　※資産がある方のみ ★本庁資産税課

１．融資内容
□ 　３．確定申告書の写し（最近２年間分） □ 　７．法人印鑑証明書 ★那覇地方法務局沖縄支局

　４．資産評価証明書 ★本庁資産税課 □ 　８．営業許可証の写し　※許認可業種のみ 融資の 融    資 連帯

□ 　　※資産のある方のみ 種    類 限度額 保証人

□ 　９．見積書　※設備関係資金申込者のみ

□ 　５．住民票謄本 ★本庁市民課

□ １０．旧債償還明細書の写し　※借換の方のみ

□ 　６．印鑑証明書 ★本庁市民課

□ 　７．営業許可証の写し　※許認可業種のみ

□ 　８．見積書　※設備関係資金申込者のみ

□ 　９．旧債償還明細書の写し　※借換の方のみ ◎原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要ですが

　  保証人が必要になった場合は、下記の書類が必要とな

□ １０．個人情報の提供に関する同意書 　　ります。

◎原則として県内在住の方。

□ 　１．資産評価証明書

◎連帯保証人は原則として必要ありませんが、必要に応じ 　　※資産のある方のみ

　 て求める場合があります。連帯保証人が必要になった

□ 　２．住民票抄本

◎原則として県内在住の方。 □ 　３．印鑑証明書

□ 　１．資産評価証明書 □ 　４．個人情報の提供に関する同意書

　　※資産のある方のみ   　 ※一般小口資金融資の保証料率は上記保証料率の範囲内で、保証協会が決定します。（割引の適用あり）

 　　※一般小口資金融資、特別小口資金融資の併用はできません。（１事業所1種類の融資）

□ 　２．住民票抄本 　　 ※年度途中で利率が改定されることがあります。

　　 ※運転資金・・・商品の仕入、原材料の購入資金等。

□ 　３．印鑑証明書 　　　　設備資金・・・店舗及び工場の新増築・改築、機械・車両等の購入資金等。

　　　　転業資金・・・業種を転換する場合の商品仕入や設備資金等。

□ 　４．個人情報の提供に関する同意書

【注意】　※証明書の有効期間は、３カ月以内となっていますが、金融機関及び保証協会の書類審査に時間を要しますので、 ２．申込先及び申込期間
　　　  余裕をもって提出して下さい。

　　 ※申込の際は実印（法人印）をお持ち下さい。

     ※審査の段階で、必要に応じて別途書類の提出を求められることがあります。

     ※行政書士等の資格がなくて、あっせんするなどと言って手数料、謝礼金等を要求するものがいるようですので注意して下さい。  申込期間：令和８年４月８日～令和９年３月１９日迄（但し、融資枠に達し次第締切る）

           

融資利率
（固定）

償還方法 保証料率資金使途融資の対象 融資期間 担保

７年以内

原則
不要

必要に応じ
て求める。
（原則として
法人代表者
以外の連帯
保証人は不
要とする）

月賦償還

２．２％

 申　込 先：沖縄市役所　経済文化部　商工振興課（本庁２階）

一般小口
資金融資

中小企業者

（個人企業
及び

法人企業）

７５０
万円

運転資金

 電　 　 話：（０９８）９３９－１２１２（内線 ３２３０）

転業資金

据置期間1年
以内を含む

１０年以内

特別小口
資金融資

運転資金

運転設備資金

設備資金

据置期間1年
以内を含む

据置期間1年
以内を含む

　1０年以内　

小規模企業者

（個人企業の
み）

７５０
万円

不要     不要 ２．１％

７年以内

　中小企業者及び小規模企業者の資金需用に対処し､事業の振興を図る目的で設けられた融資制度です。

沖　縄　市　小　口　資　金　融　資　制　度　に　つ　い　て

　融資が円滑に行われるよう支援致します。
　   また、担保力・信用力の不足がちな中小企業者及び小規模企業者の債務保証については、保証協会がその債務を保証し、

　 　沖縄市小口資金融資制度は､沖縄市が融資制度の資金を市が指定する金融機関に預託し、金融機関は、預託額をもとに

　　 以上のように、この制度は、沖縄市、沖縄県信用保証協会及び金融機関との三者相互協力によって、市内で事業を営む

　 場合は、下記の書類が必要となります。

ﾁｪｯｸ

◎書類への押印及び訂正は 、全て「 法 人 印 （ 実 印 ） 」

８．申込書類（書類は全て１通ずつ。また、各証明書は、全て原本。）

個　　人　　企　　業 法　　人　　企　　業

（　申　込　者　分　） （　申　込　者　分　）ﾁｪｯｸ

◎書類への押印及び訂正は、全て「実印」で行って下さい。

設備資金

　据置期間1年
以内を含む

（　連　帯　保　証　人　分　）

（　連　帯　保　証　人　分　）

　融資枠を設定し、中小企業者及び小規模企業者の資金需要に応えます。

０．６０％

０．４０～０．８０％

運転設備資金



３．ご利用できる方 ５．融資の手順

　（１）一般要件（市小口資金を申し込む場合の必要条件）

　　①　市内に前年度の１月１日までに住民基本台帳に記録され、引き続き居住しているもの。

用紙を受け取って下さい。

　　②　市内に事業所を有し、継続して1年以上同一事業を営んでいるもの。

　　　　 イ）資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社（小売業、サービス業又は旅館業を主たる 課へ申し込んで下さい。

依頼をします。

会へ保証取り付けが依頼されます。

から取扱金融機関へ保証承諾書が送付されます。

機関から融資が実行されます。

取扱金融機関へ貸付金の返済をしていただきます。

　また、申込から融資の実行まで１，２ヶ月程かかりますので、計画的に申し込んでください。

６．沖縄県信用保証協会について

　の唯一の公的信用保証機関です。

４．保証人について 　の債務は経営の立ち直りを図りつつ、保証協会に返済してもらいます。

　

　（１）一般小口資金融資 ７．その他

※　借換の対象は、元金の２分の１以上を償還していることが必要です。

※　同年度に複数回、融資を受けることは出来ません。

※　返済前に新たな融資を受ける際は、以前の融資額等を考慮した融資限度額となります。

　（２）特別小口資金融資

　　　　　　　（個人は100人以下）。

　　　　　ただし、法人企業及び法人の代表者については市外でもよい。

　（２）特別要件（特別小口資金「無担保・無保証人制度」を申し込む場合の必要条件）

　　　　　※経営者、役員、家族従業員（生計を一つにしている家族）を除く。

　　　　　※常勤のパート・アルバイトは従業員に含まれる。

　　③　下記のいずれかに該当する会社又は個人であること

　　　　 　　事業とする事業者については5,000万円以下、卸売業を主たる事業とする事業者については

　　⑥　適切な事業計画を有し、償還見込みが確実なもの。

　　⑦　保証協会の保証対象業種であるもの。

　　　　　　 １億円以下の会社）

　　　　 ロ）常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人（ゴム製品製造業（自動車又は航空

保証の申込は保証協会又は金融機関のどちらでもできますが、保証協会自体は資金

の貸付は行っていません。保証取付後、万一何らかの事故で中小企業者が返済不能に

陥った場合、保証協会が中小企業者に代わって代位弁済します。その後の中小企業者

沖縄県信用保証協会とは、物的担保力、信用力の弱い中小企業者が国、県や市町村

の制度資金を利用したり､あるいは金融機関から資金を借入する場合に、保証協会が中

小企業者の保証人となって､融資が円滑に行われるように設けられた中小企業者のため

※取扱金融機関は、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫の市内の本店・各支店

　となっております。

　　　②法人の場合、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。

保証協会の特別小口保証制度を運用致しますので、無担保・無保証人ですが、同協会の

保 証 を 得 ら れ る も の が 対 象 と な り ま す 。

　 　  ※審査の段階で、保証人の請求・追加・変更等が生じる場合があります。

貸 付 契 約 締 結 資金の貸付が決定すると、貸付証書が作成され、取扱金融

貸 付 金 の 返 済

金 融 機 関 調 査 取扱金融機関による企業の内容調査が実施され、保証協

保 証 協 会 調 査 保証協会の調査の結果、適当と判断されたときは保証協会

　　　①個人企業の場合、原則として必要ありませんが、必要に応じて求められる場合があります。　　　

沖縄市経済文化部商工振興課で融資相談を行い、申込書の融 資 相 談

　　　　また、「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」に定める条件に該当する場合は、経営者保証を

　　　　不要とする取り扱いができる場合があります。

融 資 申 込 書 提 出 申込書に必要書類を添付して沖縄市経済文化部商工振興

融 資 依 頼 市は必要書類を確認し、申込書受理後、金融機関へ融資

　　　　 ハ）医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が300人以下のものをいう

　　　　 　　機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。）を主たる事業とする事

　　　　　　 業者は900人以下、小売業を主たる事業とする事業者については50人以下、卸売業又はサ

　 　　　届出を行ったもの。

　　④　市税の滞納がないもの。

　　⑤　許可、認可、届出等を必要とする業種に該当する場合の事業者は、許可、認可を受け、又は

　　　　　※常勤のパート・アルバイトは従業員に含まれる。

　　　　　※経営者、役員、家族従業員（生計を一つにしている家族）を除く。

　　　　　　ービス業（ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。）を主たる事業とする事業者につい

　　　　　　ては100人以下、旅館業を主たる事業とする事業者については200人以下の会社及び個人）

　　　   ついて、保証協会の保証委託申込みの日以前の１年間に納期がきている税額を完納しているもの。

　　 　融資で、上記の一般要件を満たしていることが前提。さらに、次の条件に該当していること。

　　 　 　特別小口資金融資は、保証協会が実施する特別小口保証（無担保・無保証人）の適用をうける

　　①  常時雇用する従業員の数が商業・サービス業の場合は５人以下、製造業・建設業・工業等の場

　　　　 合は20人以下の個人企業であること。

　　②　信用保証協会において、特別小口保証以外の保証を受けていないもの。

　　③　源泉所得税以外の所得税、事業税又は所得割のある県民税もしくは市町村民税のいずれかに


